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理

由

特
殊
法
人
等
改
革
基
本
法
に
基
づ
く
特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
を
実
施
す
る
た
め
、
農
業
者
年
金
基
金
を
解
散
す
る
と

と
も
に
、
農
業
者
の
老
後
の
生
活
の
安
定
及
び
福
祉
の
向
上
並
び
に
農
業
者
の
確
保
を
図
る
た
め
、
農
業
者
の
老
齢
に
つ
い
て

必
要
な
年
金
等
の
給
付
の
事
業
を
行
う
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
を
設
立
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
名
称
、
目
的
、
業
務

の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。




